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公益社団法人石川県観光連盟役員報酬に関する規程

（目的）

第１条 この規程は公益社団法人石川県観光連盟定款第２７条の規定に基づ

き、役員の報酬の支給の基準について、必要な事項を定めることを目的

とする。

（報酬の支払い方法）

第２条 役員の報酬は､その金額を通貨で直接役員に支払うものとする。

ただし、法令に基づき役員の報酬から控除すべき金額がある場合には､

その支払うべき報酬の金額からその金額を控除して支払うものとする。

２ 役員が報酬の全部又は一部につき本人名義の金融機関口座への振込

込みを申し出た場合はその方法によって支払うことができる。

(報酬の支給日）

第３条 役員の報酬はその年度の年額の全額をその年度の３月に支給する。

(報酬の額）

第４条 役員の報酬は別表の総額の範囲内において理事会の決議により、

決定する。

（日割計算）

第５条 新たに役員になった者には、その日から報酬を支給する。

２ 役員が退職し、又は解任された場合には、その日までの報酬を支給

する。

３ 役員が死亡により退職した場合には、その月までの報酬を支給する。

４ 第１項又は第２項の規定により報酬を支給する場合であって、その

月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給する

とき以外のときは、その報酬は、その月の総日数から日曜日及び土曜日

の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

（端数の処理）

第６条 この規定により計算した金額に５０銭未満の端数を生じたときは、

これを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときは、これを１

円に切り上げるものとする。

（改廃）

第７条 この規程の改廃は理事会の議決を経て行う。

附 則

この規程は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。

〈別表〉役員の報酬年額

役 職 報酬年額 備 考

理事長 ０ 円

副理事長 ０ 円

専務理事 ０ 円

その他の理事 ０ 円

監 事 １００，０００円 対象は員外監事
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公益社団法人石川県観光連盟会費に関する規則

（目的）

第１条 この規則は公益社団法人石川県観光連盟（以下、「連盟」という。）

定款第５条に定める会員が支払う会費に関する必要事項を定め、それに

よって連盟の事業活動に経常的に生じる費用のほか、県等が実施する観光

キャンペーン事業に充てるための経費を安定的に確保することを目的と

する。

（会費の種類）

第２条 連盟定款第７条に規定する会費は経常経費及び観光キャンペーン経

費の２種類とし、その金額及び負担割合を次のとおりとする。

（１）経常経費は市町、観光経済団体及び民間事業者からの会費とし、そ

の割合は別表１のとおりとする。

（２）観光キャンペーン事業経費は関係する市町及び観光経済団体からの

会費とし、その負担割合は別表２のとおりとする。

(３) これらの金額及び負担割合は３年毎に見直しするものとする

（会費の納入）

第３条 会員はその事業年度の会費を連盟所定の方法により定める日までに

納入しなければならない。

２ 事業年度の途中で入会した会員のその事業年度の会費は月割とする

こと又は理事会の決議によぅってこれを減免することができる。

３ 会員から納入された会費は直ちに会費台帳に記載し、その経過を明

らかにしなければならない。

（資格喪失に伴う会費の納入義務等）

第４条 会員が事業年度途中で退会するときはその会員であった期間に相当

する未納会費を納入しなければならない。

２ 会員が当該事業年度において納入した会費はこれを返還しない。

（補則）

第５条 この規則に定めるものの他、会費等に関する必要な事項は理事会に

おいて別に定める。

附 則

この規則は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。
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□経常経費負担割合 
 算出基礎 

市・町 

観光客入り込み割合 ５０％ 
人口割合      ２５％ 
均等割合      ２５％ 

温泉観光団体 前年の宿泊者数の割合にて３年毎に見直しする。 
観光経済団体 
民間企業 

１口 ５，０００円とし、団体及び事業者の事業規模

等に応じて負担する。 
 
 
 
 
 
□観光キャンペーン事業経費負担割合 
（１）ほっと石川キャンペーン事業 
 算出基礎 

市・町 

宿泊収容者数割合 ２５％ 

金沢市他７市×１，０００千円 

観光入り込みが百万人以下の市 ３市×５００千円 

温泉地割合９温泉×５００千円 

温泉地がなく宿泊収容者数の多い市町 

 ３市×５００千円 

均等割による加算・調整 
（２）ようこそ百万石の旅事業 
 算出基礎 

市・町 

金沢市(1/2)    １０，０００千円 

その他市町（１８）  ６，０００千円 

 宿泊収容者数割  ５０％  

人口割合       ２５％  

均等割合       ２５％  

温泉観光団体 
前年の宿泊者数の割合にて３年毎に見直しする。 
 １０％ 

観光経済団体 
民間企業 

観光キャンペーン事業の内容に応じて、関係する団体

及び事業者規模に応じて負担する。 １０％ 
 

別表１ 

別表２ 
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公益社団法人石川県観光連盟会計規程 

 
第１章  総則 

（目的） 
第１条  この規程は、公益社団法人石川県観光連盟（以下「連盟」という。）に

おける会計処理に関する基本的事項を定めるものであり、財務および会

計のすべての状況を正確かつ迅速に把握し、この法人の事業活動の計数

的統制とその能率的運営を図ることを目的とする。 
 
（適用範囲） 
第２条  この規程は、連盟の会計業務のすべてについて適用する。 
 
（会計の原則） 
第３条  連盟の会計は、法令、定款及び本規程の定めによるほか、「公益法人会

計基準」（平成２０年４月１１日 平成２１年１０月１６日改正内閣府公

益認定等委員会）に準拠して処理されなければならない。 
 
（事業年度） 
第４条  連盟の事業年度は、定款の定めにより、毎年４月１日から翌年３月３１

日までとする。 
 
（会計区分） 
第５条  法令等の定めにより必要とされる場合は、会計区分を設けるものとする。 
 
（会計責任者） 
第６条  連盟の会計事務を統括するため、会計責任者を置く。 
２ 会計責任者は、事務局長とする。 
３ 会計責任者は、会計事務及び経理事務を総括するとともに、連盟に属する現

金、預金及び有価証券の管理を行う。 
 
（帳簿書類の保存・処分） 
第７条  会計に関する帳簿、伝票及び書類の保存期間は、次のとおりとする。 
（１） 財務諸表、財産目録、附属明細書      永久 
（２） 会計帳簿                １０年 
（３） 証ひょう書類              １０年 
（４） その他の書類               ５年 
２ 前項の保存期間は、事業年度終了の時から起算するものとする。 
３ 帳簿等を焼却その他の処分に付する場合は、事前に会計責任者の指示又は承

認によって行う。 
 
 

第２章  勘定科目及び帳簿組織 

（勘定科目の設定） 
第８条  連盟の会計においては、財産状態及び正味財産増減のすべての状況を的

確に把握するため必要な勘定科目を設ける。 
２ 勘定科目の名称は、別に定める勘定科目表で理事長が別に定める。 
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（会計帳簿） 
第９条  会計帳簿は、次のとおりとする。 
（１） 主要簿 

    ア 仕訳帳 
    イ 総勘定元帳 
（２） 補助簿 

    ア 現金出納帳 
    イ 預金出納帳 
    ウ その他必要な補助簿 
（３）台帳 

    ア 固定資産台帳 
    イ 基本財産台帳 
    ウ 特定資産台帳 
    エ 指定正味財産台帳 
    オ その他必要な台帳 
２ 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。 
３ 補助簿及び各台帳は、これを必要とする勘定科目について備え、会計伝票並

びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成しなければならない。 
 
（会計伝票） 
第１０条  一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 
２ 会計伝票は、証ひょうに基づいて作成し、証ひょうは会計伝票との関連付け

が明らかとなるように保存するものとする。 
３ 会計伝票には、その取引に関係する責任者の承認印を受けるものとする。 
４ 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等の内容を簡単

かつ明瞭に記載しなければならない。 
 
（証ひょう） 
第１１条  証ひょうとは、会計伝票の正当性を立証する書類をいい、次のものを

いう。 
（１） 請求書 
（２） 領収書 
（３） 証明書 
（４） 起案文書 
（５） 支払申請書 
（６） 検収書、納品書及び送り状 
（７） 各種計算書 
（８） 契約書、請書、覚書その他の証書 
（９） その他取引を裏付ける参考書類 

 
（記帳） 
第１２条  総勘定元帳及び補助簿は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければ

ならない。 
２ 各台帳は、会計伝票又はその証ひょう書類に基づいて記帳しなければならな

い。 
 
（会計帳簿の更新） 
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第１３条  会計帳簿は、原則として事業年度ごとに更新する。 
 
 
第３章  収支予算 

（収支予算の目的） 
第１４条  収支予算は、各事業年度の事業活動の内容を明確な計数をもって表示

し、責任の範囲を明らかにし、かつ、収支予算と実績とを比較して、事

業の円滑な運営を図ることを目的とする。 
 
（事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の作成） 
第１５条  事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した

書類は、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決

議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も

同様とする。 
２ 収支予算書は、収益及び費用により算定し、その様式は正味財産増減計算書

に準ずる。 
 
（収支予算の執行） 
第１６条  各事業年度における収益及び費用は、収支予算書に基づいて行わなけ

ればならない。 
２ 収支予算書の執行者は、理事長とする。 

 
 
第４章  金銭 

（金銭の範囲） 
第１７条  この規程において金銭とは、現金及び預貯金をいう。 
２ 現金とは、通貨、小切手、その他随時に通貨と引き換えることができる証書

をいう。 
 
（出納責任者） 
第１８条  金銭の出納及び保管について、その責に任ずる出納責任者を置く。 
２ 出納責任者は、会計責任者が任命する。 
３ 出納責任者は、金銭の出納及び保管の事務を取り扱わせるため、出納事務担

当者を置くことができる。 
４ 出納事務担当者は、出納責任者の命を受け、出納事務を処理する。 

 
（金銭の出納） 
第１９条  金銭の出納があった場合には、会計伝票を発行しなければならない。 
２ 現金により金銭を出納したときは、領収書を発行しなければならない。 

 
（支払手続） 
第２０条  金銭を支払う場合には、請求書、その他取引を証する書類に基づいて

取引担当部署の発行した支払申請により、出納責任者の承認を得て行う

ものとする。 
２ 金銭の支払については、住所、氏名及び捺印のある領収書を受け取らなけれ

ばならない。ただし、所定の領収書を受け取ることができないときは、支払証

明書をもってこれに代えることができる。 
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３ 銀行振込の方法による支払及び口座引落しによる支払の場合は、領収書を受

け取らないことができる。 
 
（支払方法） 
第２１条  金銭の支払方法は、原則として銀行振込によるものとする。ただし、

職員に対する支払、小口払その他これによりがたい場合にはこの限りで

ない。 
 
（支払期日） 
第２２条  金銭の支払は、別に定める一定の日に行うものとする。ただし、やむ

を得ない支払についてはこの限りではない。 
 
（手持現金） 
第２３条  出納責任者は、日々の現金支払に充てるため、手持現金をおくことが

できる。 
２ 手持現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最小限にとどめるものとす

る。 
 
（金銭の過不足） 
第２４条  金銭に過不足が生じたときは、出納責任者は遅滞なく会計責任者の指

示を受けなければならない。 
 
（資金前渡） 
第２５条  次の各号に掲げる経費については、会計責任者が指定する職員にその

資金を前渡しすることができる。 

（１） 外国において支払いをする経費 

（２） 遠隔の地又は交通不便の地域において支払いをする経費 

（３） 給与その他これに類する経費 

（４） 謝金その他これに類する経費 

（５） 即日支払いをしなければ調達することが不能または困難な物の購入に

要する経費 

（６） その他理事長の承認を受けた経費 

２ 資金前渡を受けた者は、事務又は事業が完了した日から７日以内に証拠書類

を付した精算書を出納責任者に提出し、精算しなければならない。 

 

（概算払） 

第２６条  次の各号に掲げる経費については、概算払いをすることができる。 

（１） 旅費 

（２） 官公署に対して支払う経費 

（３） 工事請負代金及び物品の製作又は購入代金 

（４） 研究又は調査の受託者に対し支払う経費 

（５） 前金で支払いをしなければ契約し難い物品に要する経費 

（６） 補助金、負担金及び交付金 

（７） 定期刊行物の対価 

（８） その他理事長の承認を受けた経費 

２ 概算払いをしたときは、仮払金としてその債権を明らかにし、別に定めるも

ののほか、その事由が消滅した日から７日以内に概算払いを受けた者から精算
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書を徴し精算しなければならない。 

 

 

 

第５章  資金管理 

（資金計画） 
第２７条  会計責任者は、事業計画及び収支予算書に基づき、年次の資金計画を

作成し、理事長の承認を得なければならない。 
 
（資金の借入） 
第２８条  資金が不足するときは、借入れにより調達をすることができる。 
２ 資金を借入れるときは、その返済計画を作成し、理事長の承認を得なければ

ならない。 
３ 資金の借入れは、理事会及び社員総会で承認された範囲内で会計責任者が    

理事長の承認を得てこれを行う。 
 
（資金の運用） 
第２９条  法人の資金運用は、別に定める資産運用規程によるものとする。 
 
（金融機関との取引） 
第３０条  金融機関との預金取引、その他の取引を開始又は廃止するときは、 
     理事長の承認を得て会計責任者がこれを行う。 
２ 金融機関との取引は、理事長の名をもってこれを行う。 

 
 

第６章  固定資産 

（固定資産の範囲） 
第３１条 この規程において、固定資産とは、基本財産、特定資産及びその他固定

資産に区別する。 
（１） 基本財産 

    基本財産とは、連盟の機能等を維持するに必要な基本的財産をいう。 
（２） 特定資産 

    特定資産とは、特定の目的のために計上する資産をいう。 
（３） その他固定資産 

    その他固定資産とは、基本財産及び特定資産以外の次の固定資産をいう。 
   土地、建物、建物付属設備、車両運搬具、什器備品、ソフトウェア、電話加

入権、リース資産、投資有価証券、出資金、その他理事長が必要と認めた資産 
２ 有形固定資産及び無形固定資産は、耐用年数が１年以上で、かつ、取得価額

が２０万円以上の資産をいう。 
 
（固定資産の取得価額） 
第３２条 固定資産の取得価額は、次の各号による。 
（１） 購入により取得した固定資産は、公正な取引に基づく購入価額にその付

帯費用を加えた額 
（２） 自己建設又は製作により取得した固定資産は、建設又は製作に要した費

用の額 
（３） 交換により取得した固定資産は、交換に対して提供した資産の帳簿価額 
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（４） 贈与により取得した固定資産は、その固定資産における取得時の公正な

評価額 
 
（固定資産の購入） 
第３３条  固定資産の購入にあたっては、事前に見積書等必要書類を添えて会計

責任者に提出しなければならない。 
 
（固定資産の改良と修繕） 
第３４条  固定資産の性能を向上し、又は耐用年数を延長するために要した金額

は、これを当該固定資産の金額に加算するものとする。 
２ 固定資産の現状に回復するために要した金額は修繕費とする。 

 
（固定資産の管理） 
第３５条  固定資産の管理担当者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状

況及び移動について所要の記録を行い、固定資産を管理しなければな

らない。 
２ 固定資産の移動及び毀損、滅失があったときは、固定資産の管理担当者は、

会計責任者に報告し帳簿の整備を行わなければならない。 
３ 固定資産の管理担当者は、会計責任者が任命する。 

 
（固定資産の登記・付保） 
第３６条  不動産等登記を必要とする固定資産は、取得後遅滞なく登記しなけれ

ばならない。また、火災等により損害を受けるおそれのある固定資産

については、適正な価額の損害保険に付さなければならない。 
 
（固定資産の売却、担保の提供） 
第３７条  固定資産を売却するときは、固定資産の管理担当者は、起案文書に売

却先、売却見込代金、その他必要な事項を記載の上、理事長の決裁を

受けなければならない。 
２ 固定資産を借入金等の担保に供するときは、前項の規定を準用する。 

 
（減価償却） 
第３８条  固定資産の減価償却については、毎事業年度末に定額法によりこれを

行う。 
２ 定額法により毎事業年度末に行われた減価償却費は、直接法により処理する

ものとする。 
３ 減価償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の対等年数等に関する省令」の

定めるところによる。 
 
（現物の照合） 
第３９条  固定資産の管理担当者は、常に良好な状態において管理し、各事業年

度１回以上、固定資産台帳と現物を照合し、差異があるときは、会計

責任者の承認を経て帳簿の整備を行わなければならない。 
 
 
第７章  物品 

（物品の範囲） 
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第４０条  この規程において、物品とは各号のものをいう。 
（１） 貯蔵品・消耗品 
（２） 備品（耐用年数１年以上のもので、取得価額が５万円以上で２０万円未

満のものをいう。） 
 
（物品の管理） 
第４１条  物品の管理担当者は、会計責任者が任命する。 
 
（物品の照合） 
第４２条  備品については、備品台帳を備え、各事業年度１回以上備品台帳と現

物を照合しなければならない。 
 
 
第８章  決算 

（決算の目的） 
第４３条  決算は、一会計期間の会計記録を整理し、財務及び会計の状況を明ら

かにすることを目的とする。 
 
（月次の決算書） 
第４４条  会計責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成して、 
     理事長に提出しなければならない。 
（１） 月次合計残高試算表 
（２） 月次貸借対照表 
（３） 月次正味財産増減計算書 

 
（財務諸表等） 
第４５条  会計責任者は、事業年度終了後、速やかに決算に必要な手続を行い、

次に掲げる財務諸表等を作成し、理事長に報告しなければならない。 
（１） 貸借対照表 
（２） 正味財産増減計算書 
（３） 貸借対照表内訳表 
（４） 正味財産増減計算書内訳表 
（５） 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書 
（６） 財産目録 

 
（財務諸表等の確定） 
第４６条 理事長は、前条の財務諸表等について、定款の定めにより、総会の 

承認を得て決算を確定する。 
 
（その他の必要とされる書類） 
第４７条 会計責任者は、第４５条の財務諸表等のほか、次に掲げる書類を作成し、   

理事長に報告しなければならない。 
（１） 収支相償の計算書 
（２） 公益目的事業比率の計算書 
（３） 遊休財産額の計算書 
（４） 公益目的取得財産額の計算書 
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第９章  補則 

（行政庁への提出） 
第４８条 理事長は、第４５条及び第４７条に記載した書類を事業終了後３か月以 

内に行政庁へ提出しなければならない。 
 
（規程の改廃） 
第４９条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。 
 
（委任） 
第５０条 この規程の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。 
 
附 則 

 この規程は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。 
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公益社団法人石川県観光連盟総会運営規則

石川県観光連盟総会の運営に関し、次のとおり必要な事項を定める。

第１章 総会の招集手続き等

（招集の手続き）

第１条 総会を招集する場合は、次の事項を明記する。

（１）総会の日時及び場所

（２）総会の目的である事項

（３）書面によって議決権を行使することができること

（４）書面による議決権行使については議決権行使書を開催日前日までに提出

すべきこと

（５）代理人による議決権行使について代理権を証明する方法

（６）次に掲げる事項が総会の目的であるときは、当該事項に係る概要

①役員等の選任

②役員等の報酬等

③事業の全部の譲渡

④定款の変更

⑤合併

（招集の通知）

第２条 総会を招集するときは、理事長は総会の開催日の２週間前までに会員

に対して書面でその通知を発しなければならない。

２ 前項の通知には前条各号に掲げる事項を記載するとともに総会参考書類

及び議決権行使書、出欠票その他必要な書類を同封しなければならない。

（議決権行使に関する基準日）

第３条 事業年度の末日現在における会員を当該事業年度の終了後に招集され

る定時総会及び翌事業年度中に開催される臨時総会に関して議決権を有す

る会員とする。

第２章 総会の開催

（総会の開催）

第４条 総会の開催の際には、会場を設営し、議事運営に必要な職員等を配置

する。

（会員等の出席）

第５条 総会に出席する会員は会場の受付において予め送付を受けた出席票の

提出等によりその資格を明らかにしなければならない。

２ 会員の代理人として総会に出席する者は、会場の受付において前項の出

席票と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。

（会員以外の者の出席）

第６条 理事及び監事は止むを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しな

ければならない。
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２ この法人の職員等は議長、理事又は監事を補助するために議長の許可を

得て総会に出席することができる。

第３章

（議長の権限）

第７条 議長は総会の秩序を維持し、議事を整理する。

２ 議長は議事を円滑に進めるために必要と判断するときは､次の者に対し

退場を命ずることができる。

（１）会員又はその代理人若しくは法人会員の代表者又はその従業員として出

席した者であってその資格を有しないことが判明した者

（２）議長の指示に従わない者

（３）総会の秩序を乱した者

３ 議長は議長の指示に従わない発言、議題に関係ない発言、他人の名誉を毀

損し又は侮辱する発言に対し必要な注意を与え、制限し又はその発言を中

止させることができる。

（定足数の確認）

第８条 議長は総会の開会に際し、事務局に出席者数を確認させ、会場に報告

させなければならない。

（議題の付議の宣言）

第９条 議長は各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。

２ 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、

理由を述べてその順序を変更することができる。

３ 議長は複数の議題を一括して付議することができる。

（理事等の報告又は説明）

第 10 条 議長は議題付議の宣告後、必要と認めるときは理事及び監事に対して

その事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事

は､議長の許可を得て､補助者に報告又は説明させることができる。

２ 会員が理事又は監事に対して特定の事項について説明を求めるときは､

議長は理事又は監事に対し説明を促さなければならない。ただし、当該事

項が当該総会の目的である事項に関しないものである場合、又はその説明

をすることが会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由が

あると議長が認める場合はこの限りではない。

３ 一般法第４３条、第４４条又は第４９条第３項の規定により会員から提

案があった場合、議長はその会員に議題の説明を求め、また、理事又は監

事に対してこれに対する意見を述べさせることができる。

（議題の審議）

第 11 条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。

２ 発言の順序は議長が決定する。

３ 発言は簡単明瞭であることを要し、議長は議事の進行上必要があると認

めるときは、発言時間を制限することができる。

（議事進行動議）

第 12 条 会員は総会の議事進行に関して､動議を提出することができる。
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２ 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。

３ 議長は第１項の動議が総会の議事を妨害する手段として提出されたと

きや不適法又は権利の濫用にあたるとき、その他動議に合理的な理由のな

いことが明らかなときは直ちに却下することができる。

（採決）

第 13 条 議長は議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは､

審議終了を宣言し､採決することができる。

２ 議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することがで

きる。ただし、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候

補者ごとに採決を行わなければならない。理事又は監事の合計数が定款第

21 条第１項に定める定数を上回る場合には過半数の賛成を得た候補者の

中から得票数の多い順に定数の枠まで達するまでの者を選任することが

できる。

３ 議長は議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修

正案の採決を行う。

４ 複数の修正案が提出された場合は､原案から遠いものから順次採決を行

う。ただし、多数の修正案が提出された場合には、前項の定めにかかわら

ず､原案を修正案に先立ち採決することができる。

５ 修正案の採決においては書面によって､原案に賛成の旨行使された議決

権については、修正案に反対の意思が表明されたものとして､また原案に

反対又は棄権の旨行使された議決権については､修正案の採決に賛成した

ものとして取り扱う。

６ 一般法第 55 条各項又は第 109 条第 2 項に規定する議案が提出されたと

きは、書面によって行使された議決権については、調査する者を選任する

こと又は意見の陳述を求めることに賛成の意思が表明されたものとして

取り扱う。

７ 議長は採決について賛否を確認できるいかなる方法にもよることがで

きる。

８ 議長は採決に先立って､議題及び自己の議決権の行使にいかなる意見も

述べることはできない。議長が議決権を有するときは､その議決権は採決

の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入することができ

る。

（出席した会員の議決権の数）

第 14 条 総会の決議については、次の数の合計数を出席した会員の議決権の数

とする。

（１）出席した会員本人の議決権の数

（２）代理人を出席させた会員の議決権の数

（３）議決権行使書を開催日の前日までに提出した会員の議決権の数

（採決結果の宣言）

第 15 条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に

必要な賛成数を充足しているか否かを宣言する。
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（休憩）

第 16 条 議長は必要と認めるときは再開時刻を定めて休憩を宣言することが

できる。

（延期又は続行）

第 17 条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。

２ 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所について決議しなければな

らない。ただし、その決定を議長に一任することができる。

３ 前項ただし書きの場合、議長は決定した日時及び場所を速やかに会員に

通知しなければならない。

４ 延会又は継続会に日は、当初の総会の日より２週間以内の日としなけれ

ばならない。

（閉会）

第 18 条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期若しくは続行が決議さ

れた場合には、閉会を宣言する。

第４章 事務局

（事務局）

第 19 条 総会の事務局には、事務局長がこれに当たる。

第５章 雑則

（雑則）

第 20 条 この規則の改廃は総会の決議を経て行う。

附 則

この規則は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。
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公益社団法人石川県観光連盟理事会運営規則

第１章 総則

（目的）

第１条 この規則は、公益社団法人石川県観光連盟（以下、「連盟」という。）

の理事会運営に関する事項について法令及び定款に定めるものの他、こ

の規定により適法かつ円滑、適正な運営を図ることを目的とする。

（理事会の種類）

第２条 理事会は通常理事会と臨時理事会とする。

２ 通常理事会は理事長が年２回定期に開催する。

３ 臨時理事会は理事長が必要と認めたときの他、理事長以外の理事から

会議の目的である事項を記載した書面をもって請求があったときに開催

する。

第２章 理事会の招集

（招集権者）

第３条 理事会は理事長が招集する。

２ 理事全員改選直後の理事会は各理事がこれを招集することができる。

第３章 理事会の議事

（理事会の議長）

第４条 理事会の議長は理事長がこれに当たる。

２ 前項にかかわらず理事長が欠席した場合又は理事全員改選直後の理事

会における議長は､出席した理事のなかから互選された者がこれに当た

る。

（報告の省略）

第５条 理事、監事が理事及び監事全員に対して､理事会に報告すべき事項を

通知した場合においては､その事項を理事会に報告することを要しない。

(関係者の出席）

第６条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて､

その意見を徴することができる。

(議事録の配布）

第７条 議長は欠席した理事及び監事に対して議事録の写し及び資料を配付し

て議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。

第４章 事務局
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（事務局）

第８条 理事会の事務局には､事務局長がこれに当たる。

第５章 雑則

（雑則）

第９条 この規則の改廃は理事会の決議を経て行う。

附 則

この規則は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。
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公益社団法人石川県観光連盟専門委員会運営規則

（目的）

第１条 この規則は定款第３６条の規定に基づき公益社団法人石川県観光連盟

（以下、「連盟」という。）の専門委員会の構成及び運営に関し、必要な事

項を定めるものとする。

（事業）

第２条 設置する専門委員会の種類（以下、「各委員会」という。）及び実施する

事業は次のとおりとする。

（１）運営企画委員会：連盟の運営管理に関する根幹的な事項の策定等、組織

の総括に関すること。

（２）事業推進委員会：全県を対象とした観光振興施策の企画提案及び推進に

関すること。

（３）能登地域委員会：能登地域における観光振興施策の企画提案及び推進に

関すること。

（４）金沢・白山地域委員会：金沢・白山地域における観光振興施策の企画提

案及び推進に関すること。

（５）加賀地域委員会：加賀地域における観光振興施策の企画提案及び推進に

関すること。

（組織）

第３条 委員会の委員は会員及び学識経験者のうちから理事会が選任し、理事

長が委嘱する。

２ 委員は１５名以内とする。

３ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。補欠又は増員により選任され

た委員の任期は､前任者又は現任者の残任期間とする。

４ 委員は任期満了後においても後任者が就任するまでは、なおその職務を

行う。

（委員長及び副委員長）

第４条 各委員会の委員長は連盟の理事長及び副理事長が担当する。

２ 委員長は会議の議長となり、会務を総理する。

３ 副委員長は１名とし、委員の中から互選により選任する。

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は委員長が欠け

たときはその職務を代行する。

（会議）

第５条 委員会の会議（以下、「会議」という。）は､必要に応じ委員長が随時招

集する。

２ 会議を招集しようとするときは、委員に対し、予め議題、日時、場所そ

の他必要な事項を通知しなければならない。

３ 委員会は委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。た

だし、議題について書面をもって予め意見を表明した委員は出席者とみ

なす。

４ 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。
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５ 委員会は原則として非公開とする。ただし、委員長は適当と認める者に

対して､参考人として会議への出席を求め、資料の提出、意見の開陳、

説明その他必要な協力を求めることができる。

（議事録）

第６条 委員会の審議については、その経過及び結果を記録した議事録を作成す

る。議事録は､原則として非公開とする。

(事務局）

第７条 各委員会の事務を処理するため、連盟内に事務局を置く。

（附則）

この規則は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。
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公益社団法人石川県観光連盟理事の職務権限規程

第１章 総則

（目的）

第１条 この規程は公益社団法人石川県観光連盟（以下、「連盟」という。）の

定款第 23 条に基づき、連盟の理事の職務権限を定め、公益社団法人と

しての業務の適法かつ効率的な執行を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この規程において理事とは､理事並びに代表理事たる理事長及び執行

理事たる副理事長、専務理事をいう。

（法令等の遵守）

第３条 理事は法令、定款及び連盟が定める規範、規定等を遵守し、誠実に

職務を執行し、協力して定款に定める連盟の目的の遂行に寄与しなけ

ればならない。

第２章 理事の職務権限

（理事）

第４条 理事は理事会を組織し、法令及び定款の定めるところにより､連盟の

業務の執行の決定に参画する。

（理事長）

第５条 理事長の職務権限は､別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

（１）代表理事としてこの法人を代表し、その業務を執行する。

（２）理事会を招集し、議長としてこれを主宰する。

（３）毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上､自己の職務の執行状況

を理事会に報告する。

（副理事長）

第６条 副理事長の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとす

る。

（１）理事長を補佐し、連盟の業務を執行する。

（２）理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事会が予め決定

した順序によって理事長の職務を代行する。

（３）毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上､自己の職務の執行状況

を理事会に報告する。

（専務理事）

第７条 専務理事の職務権限は、別表に掲げるもののほか、次のとおりとする。

（１）事務局を統括するとともに理事長及び副理事長を補佐し、連盟の業務

を執行する。

（２）理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長の職務

を代行する。

（３）毎事業年度毎に４ヶ月を超える間隔で２回以上､自己の職務の執行状況

を理事会に報告する。
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（代行順序の決定）

第８条 第６条第２号に規定する順序については、毎事業年度最初の理事会

において決定するものとする。

第３章 補則

(細則）

第９条 この規程に定めるもののほか、この規定の実施に必要な事項は、理

事会の決議により別に定めることができる。

(改廃）

第 10 条 この規程の改廃は理事会の決議による。

附則

この規程は、公益社団法人石川県観光連盟の設立登記の日から施行する。

別 表

決裁権者

決 裁 事 項 理事長 副理事長 専務理事

事業計画及び予算案の作成に関すること ○

事業報告及び決算案の作成に関すること ○

人事及び給与制度の立案に関すること ○

重要な使用人の任用に関すること ○

役員の国外の出張に関すること ○

役員の国内出張で重要なもの ○

一件あたり１千万円以上の契約の締結 ○

〃 １千万円未満の契約の締結 ○

一件あたり１千万円以上の支出 ○

〃 １千万円未満の支出 ○

会費収入で重要なもの ○

事業執行で特に重要なもの ○

〃 重要なもの ○

外部への書簡発信で特に重要なもの ○

〃 重要なもの ○

一般事務連絡 ○

※理事長に事故あるとき又は欠けたときは副理事長が理事長の業務執行を代行

することから上表中、副理事長の決裁規程を設けず。
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公益社団法人石川県観光連盟職員給与規程 

 
（主 旨） 
第１条 この規程は、公益社団法人石川県観光連盟就業規則第２８条の規定に

基づき、事務局職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 
 
（給与の種類） 
第２条 職員の給与は、給与及び手当とする。 
２ 手当は、管理職手当、扶養手当、整理手当、住居手当、時間外勤務手当、

寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。 
 
（給与の額） 
第３条 職員の給与の額は、石川県職員の例により理事長が定める。 
 
（給与表及び適応基準） 
第４条 職員の給与表及び支給基準は、石川県職員の例により理事長が定める。 
 
（管理職手当） 
第５条 管理職手当の支給される職員の範囲及び手当の額は、石川県職員の例

により理事長が定める。 
 
（支給方法） 
第６条 給与の支給方法は、石川県職員の例による。 
 
（その他） 
第７条 この規定によりがたい事由がある場合及びこの規定に関し必要な事項

は、理事長が別に定める。 
 
附 則 
この規定は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。 
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公益社団法人石川県観光連盟職員退職手当支給規程 

 
（目的） 
第１条 この規程は、公益社団法人石川県観光連盟就業規則（以下「就業規則」 
という。）第３５条の規定に基づき、公益社団法人石川県観光連盟（以下「連

盟」という。）の職員の退職手当に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（退職手当の支給） 
第２条 この規程による退職手当は、連盟の常時勤務する職員が退職した場合、 
その者（死亡した職員の場合にはその遺族）に予算の範囲内において支給す

る。ただし次の各号の一に該当する場合には、退職手当は支給しない。 
（１） 就業規則第４５条第５号に該当する者 
（２） 臨時、嘱託等の雇用者 
（３） 勤務期間１年未満の者 

 
（支給額の基準） 
第３条 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の勤続 
年数に見合う別表の退職手当支給率表の支給率を乗じて得た額（以下「退職

手当額」という。）とする。 
 
（勤続年数の計算） 
第４条 勤続年数は、職員となった日の属する月から、退職した日の属する月

までの総月数を１２で除し、小数点以下の端数が生ずるときは、これを切捨

てるものとする。 
２ 前項の総月数のうち、就業規則第１５条に定める休職の期間があるときは、

これを差引くものとする。 
 
（支給の方法） 
第５条 退職手当は、連盟が別途積み立てる退職手当積立金より、退職者に支

給するものとする。 
 
附 則 
この規程は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。 
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別  表 
 

退 職 手 当 支 給 率 表 
 

勤続年数 支給率 勤続年数 支給率 

1 1.0 25  
2 2.0 26  
3 3.0 27  
4 4.0 28  
5 5.0 29  
6 6.0 30  
7 7.0  
8 8.0  
9 9.0  

10 10.0  
11 11.1  
12 12.2  
13 13.3  
14 14.4  
15 15.5  
16 16.6  
17 17.7  
18 18.8  
19 19.9  
20 21.0  
21 22.2  
22 23.4  
23 24.6  
24 25.8  

ただし、25 年以上の場合は、理事長が定めるものとする。 
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公益社団法人石川県観光連盟職員就業規則 
 
第 1章  総 則 

（目 的) 

第 1 条 公益社団法人石川県観光連盟就業規則（以下「この規則」という。）は、

公益社団法人石川県観光連盟（以下「連盟」という。）の職員の労働条件、

服務規律、その他の就業に関する事項を定めるものとする。 

２ この規則に定めのない事項については、労働基準法及びその他の法令に

定めるところによる。 

（適用範囲） 

第２条  この規則は、第２章で定める手続きにより採用された職員に適用する。 

但し、嘱託職員又は臨時職員の就業に関し必要な事項については、別に定

めるところによる。 

（規則の遵守） 

第３条  連盟及び職員は、ともにこの規則を守り、相協力して業務の運営にあ  

 たらなければならない。 

 

第２章  採 用 

（採用手続き） 

第４条  連盟は、就職希望者のうちから筆記試験・面接試験等職務遂行上の能 

 力を判定することにより職員を採用する。 

２ 次の各号の１に該当する者は、採用しない。 

①成年被後見人または被保佐人 

②禁固以上の刑に処され、その執行を終わるまで、又はその執行を受ける

ことがなくなるまでの者 

③連盟において懲戒免職の処分を受け、当該処分から２年を経過しない者 

（採用時の提出書類） 

第５条  職員に採用された者は、次の書類を採用日から２週間以内に提出しな 

 ければならない。 

①自筆による履歴書（写真貼付のもの） 

②住民票記載事項の証明書 

③健康診断書 

④免許その他の資格に関する証明書の写し 

⑤前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証 

⑥通勤届及び扶養家族届 

⑦最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書、身分保証書及び誓約書 

⑧前各号のほか、理事長が必要と認める書類 

２ 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれ

を届け出なければならない。 

(試用期間) 

第６条  新たに採用した者については、採用の日から６か月間を試用期間とす 

 る。ただし、連盟が適当と認めるときは、試用期間を短縮し、又は試用期
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間を設けないことがある。 

２ 試用期間中に職員として不適格と認められた者は、解雇することがある。 

３ 試用期間は、勤続年数に通算する。 

（労働条件の明示） 

第７条  連盟は、職員の採用に際しては、採用時の賃金、労働時間その他労働 

 条件を明示するものとする。 

 

第３章  服務規律 

（服 務） 

第８条  職員は、業務の正常な運営を図るため、連盟の指示命令を守り、誠実 

 に職務を遂行するとともに、職場の秩序維持に務めなければならない。 

（遵守事項） 

第９条 職員は次の事項を守らなければならない。 

①勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと。 

②許可なく職務以外の目的で観光連盟の施設、物品等を使用しないこと。 

③職務に関連して自己の利益を図り、連盟の金品を私用に供し、又は他

より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなどの不正な行為を

行わないこと。 

④連盟の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。 

⑤職務上知り得た秘密を漏らさないこと。 

⑥許可なく営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て、いかなる

業務若しくは事務にも従事してはならない。 

（セクシュアルハラスメントの禁止） 

第 10 条 職場上の地位を利用して他の職員に交際を強要したり、性的関係を強

要するなどの行為をしてはならない。 

２ 性的な言動によって他人に不快な思いをさせる行為や職場環境を乱す行

為をしてはならない。 

（出退勤） 

第 11 条 職員は、出勤に当たっては、出退勤時刻を連盟が指定した出勤記録表

に自ら記録しなければならない。 

（遅刻、早退、欠勤） 

第 12 条 職員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中にやむを得な

い事由で私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならな

い。但し、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、

事後に速やかに届け出なければならない。 

 

第４章  労働時間、休憩・休息及び休日 

（勤務時間及び休憩・休息時間） 

第 13 条 職員の勤務時間は、午前８時 30 分から午後５時 15 分又は午前９時 00

分から午後５時 45 分とする。但し、午後０時から午後１時までは、休憩時

間とする。 

２ 連盟は、業務の都合上やむをえない場合に、勤務時間を変更し、若しく
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は所定の勤務時間外又は休日に勤務を命じることができる。 

（休 日） 

第 14 条 休日は次のとおりとする。 

①土曜日及び日曜日 

②国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する日 

③12 月 29 日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 業務の都合により連盟が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を

他の日と振り替えることがある。この場合においても 4 週に 4 日の休日は

確保する。 

（時間外・休日労働及び深夜労働） 

第 15 条 業務の都合により、第 13 条の所定勤務時間を超え、又は第 14 条の所

定休日に勤務させることがある。この場合において、法定の勤務時間を超

える労働又は法定の休日における勤務については、あらかじめ連盟は職員

の代表と協定を締結し、これを所管の労働基準監督署長に届け出るものと

する。 

２ 小学校就学前の子の養育又は要介護状態の家族の介護を行う職員で時間

外勤務を短いものとすることを請求した者の法定の勤務時間を超える勤務

については、前項後段の協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障があ

る場合を除き、１か月について 24 時間、１年について 150 時間を超えて時

間外勤務させることはない。 

３ 妊産婦で請求のあった者及び 18 歳未満の者については、第 1項後段によ

る時間外若しくは休日又は午後 10時から午前 5時までの深夜に勤務させる

ことはない。 

４ 前項の職員のほか小学校就学前の子の養育又は要介護状態の家族の介護

を行う職員で連盟に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場

合を除き、午後 10 時から午前 5時までの深夜に勤務させることはない。 

５ 第 2 項の時間外勤務の制限及び前項の深夜業の制限の手続き等必要な事

項については、「育児・介護休業に関する規程」で定める。 

 

第５章  休暇等 

（年次有給休暇） 

第 16 条 各年次ごとに所定の勤務時間の８割以上出勤した職員に対しては、1

年に 20 日の年次有給休暇を与える。 

２ 年の途中において新たに職員となった者については、その年の年次有給

休暇に日数は、月割計算によるものとする。 

３ 年次有給休暇は、１日又は１時間を単位とし、時間を単位とする年次有

給休暇を日に換算する場合は、８時間をもって１日とする。 

４ 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指

定して請求するものとする。但し、観光連盟は、事業の正常な運営を妨げ

る場合は、職員の指定した時季を変更することがある。 

５ 前項の規定にかかわらず職員代表との書面による協定により、各職員の

有する年次有給休暇日数のうち５日を超える部分について、あらかじめ時



 - 28 -

季を指定して与えることがある。 

６ 第１項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、業務

上の疾病による休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休

業期間は出勤したものとして取り扱う。 

７ 年次有給休暇の請求権の時効は２年とする。年次有給休暇の取得に当たっ

ては、前年度未取得の年次有給休暇から取得するものとする。 

（生理休暇） 

第 17 条 生理日の就業が著しく困難な女性職員から請求があったときは、必要

な期間休暇を与える。 

（産前産後の休業） 

第 18 条 ６週間（多胎妊婦の場合は 14 週間）以内（出産当日は 6 週間に含ま

れる）に出産する予定の女性職員から請求があったときは、休業させる。 

２ 出産した女性職員は、産後８週間は休業させる。但し、産後６週間を経

過した女性職員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務

に就かせることができる。 

（母性健康管理のための休暇等） 

第 19条 妊娠中又は出産後 1年を経過しない女性職員から、所定労働時間内に、

母子保健法に定める保健指導又は健康診査を受けるために通院休暇の請求

があったときは、次の範囲で休暇を与える。 

   ①産前の場合 

    妊婦 23 週まで・・・・・・・・・・・・４週に１回 

    妊婦 24 週から 35 週まで・・・・・・・ ２週に１回 

    妊婦 36 週から出産まで・・・・・・・・１週に１回 

    但し、医師又は助産師（以下「医師等」という。）がこれと異なる指示

をしたときには、その指示による必要な時間。 

②産後（１年以内）の場合 

   医師等の指示による必要な時間。 

２ 妊娠中又は出産後 1 年を経過しない女性職員から、保健指導又は健康診

査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨の申出があった場

合、次の措置を講ずることができる。 

   ①妊娠中の通勤緩和 

    通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として 1時間の勤 

務時間の短縮又は１時間以内の時差出勤 

   ②妊娠中の休憩の特例 

    休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩回数 

の増加 

   ③妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置 

    妊娠中又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして 

指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため

の作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等 

（育児時間） 

第 20 条 満１歳に達しない子を養育する女性職員から請求があったときは、休
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憩時間のほか、１日について２回、１回について 30 分の育児時間を与える。 

（育児休業） 

第 21 条 育児休業については、育児休業法に定められるほか、次のとおりとす 

る。 

①育児休業申請書及び子の出生等を証明する書類を提出した職員を対象

とする。 

②育児休業の収得は事業主の同意を得なくてはならない。 

③育児休業の期間は原則として子が出生した日から子が 1歳に達する日 

（誕生日の前日）までの間とする。 

④育児休業期間中の賃金は支給しない。 

（介護休業） 

第 22 条 職員は要介護状態にある家族を介護するため、介護休暇を収得するこ

とができる。 

２ 介護休業の申し出手続き等に関する事項は別に定める育児・介護休業規程

による。 

（子の看護休暇） 

第 23 条  小学校就学の始期に達するまでの子がいる職員が申し出た場合、病気

または怪我をした子の看護のために、この就業規則第 15 条に規定する年次

有給休暇とは別に看護休暇を取得することができる。ただし、日々雇い入

れられる者は除く。 

２ 前項の定めに関わらず、労使協定により適用除外とされた以下の各号に

該当する者についてはこの限りではない。 

   ①勤続 6箇月未満の職員 

   ②週の所定労働日数が 2日以下の職員 

３ 看護休暇の日数は職員 1 人当たり、１年間で 5 日を限度とする。この場

合の１年間とは４月１日から翌年の３月３１日までの期間とする。 

４ 子の看護休暇中の賃金は支給しない。 

５ 看護休暇の取得を希望する者は、所定の申請用紙に必要事項を記載の上、

事務局長に届け出なければならない。 

（病気休暇） 

第 24 条 職員が職務によらないで疾病にかかり又は負傷し、療養を要する場合

においては、職員の請求により90日以内の病気休暇を与えることができる。 

２ 職員が職務によらないで結核性疾患にかかり、長期の療養を要する場合

においては、職員の請求により前項の規定にかかわらず１年以内の療養休

暇を与えることができる。 

（特別休暇） 

第 25 条 職員が次に掲げる事由によって休暇を請求した場合は、その都度必要

と認める期間の特別休暇を与えなければならない。 

①風水、震火災その他の非常災害による交通遮断   

②風水、震火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊 

③その他交通機関の事故等の不可抗力の事故 

④職務による疾病又は負傷 
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⑤選挙権その他公民としての権利の行使 

⑥職員が職務に関し、又は法令により証人、鑑定人又は参考人として国

会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署への出頭 

⑦親族の死亡                    

⑧父母の祭日 

⑨職員の結婚 

２ 前項の休暇の期間は、石川県職員の例による。 

３ 第 1項の特別休暇の期間は、給与を支給するものとする。 

 

第６章  出 張 

（出張命令） 

第 26 条 職員は、業務上必要があるときは、出張を命ぜられることがある。 

２ 出張を命ぜられた職員が復帰したときは、速やかに文書又は口頭で理事

長に復命しなければならない。 

（旅 費） 

第 27 条 職員の出張に関する手続き及び旅費については、石川県職員の例によ

る。 

 

第７章  給 与 

（給 与） 

第 28 条 職員の給与は別に定めるところによる。 

 

第８章  異動、休職及び復職 

（人事異動） 

第 29 条 連盟は、業務上必要がある場合は、職員の就業する場所又は従事する

業務の変更を命ずることがある。 

２ 連盟は、業務上必要がある場合は、職員を在籍のまま他の団体又は施設

へ出向又は派遣させることがある。 

（休 職） 

第 30 条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、休職とする。 

   ①業務災害による心身の故障のため欠勤が６か月を超え、なお療養を継

続する必要があるため勤務できないと認められるとき   治癒まで 

②私傷病による心身の故障のため欠勤が３か月を超え、なお療養を継続

する必要があるため勤務できないと認められるとき   ６か月まで 

③刑事事件に関して起訴されたとき          判決確定まで 

④その他特別の事情があり、休職させることが適当と認められるとき 

                              必要な期間 

２ 休職者は、職員としての身分は有するが、職務には従事しない。 

３ 休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。但し、

もとの職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の

職務に就かせることがある。 

４ 第１項第２号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず、
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就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。 

（休職者の給与） 

第 31 条 業務災害による休職を除き、休職者には給与を給しない。 

 

第９章  定年、退職及び解雇 

（定年等） 

第 32 条 職員の定年は、年齢 60 歳に達した日以降における最初の３月 31 日と

する。 

２ 業務の都合により、理事長が特に必要と認めた者については、前項の規

定にかかわらず延長することができる。 

（退 職） 

第 33条 前条に定めるもののほか職員が次の各号のいずれかに該当したときは、

その日を退職日とし、職員の身分を失う。 

   ①退職を願い出て理事長が承認したとき、または退職願を提出して 14 日

を経過したとき。 

   ②休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難なとき。 

③死亡したとき。 

（退職願の提出） 

第 34 条 職員は退職しようとする場合、14 日前までに理事長に退職願を提出し

なければならない。 

２ 職員は退職を願い出た後、退職について承認があるまでは、従前のとお

り勤務しなければならない。 

３ 退職しようとする職員は、退職日までに後任者に業務の引継ぎを行わな

ければならない。 

４ 職員が退職した場合、観光連盟はその請求に基づき、使用期間、業務の

種類、地位、賃金又は退職の事由について証明書を交付する。 

（退職手当） 

第 35 条 退職した職員に対しては、別途定める退職手当を支給する。 

２ 支給方法は、理事長が別に定める。 

（解 雇） 

第 36 条 職員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。 

①勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職

務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき 

②勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を

果たし得ないと認められたとき 

③業務上の負傷又は症病による療養の開始後３年を経過しても当該負傷

又は症病が治らない場合であって、職員が傷病補償年金を受けている

とき又は受けることとなったとき 

④精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続

に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたと

き 

⑤試用期間中又は試用期間満了時までに職員として不適格であると認め
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られたとき 

⑥第44条第２項に定める懲戒解雇事由に該当する事実があると認められ 

た場合で、平素の服務態度その他情状によって、懲戒解雇の対象とさ

れないとき 

⑦事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむ

を得ない事情により、事業の継続が困難にとなったとき又は事業の縮

小・転換若しくは部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換さ

せることが困難なとき 

⑧その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき 

２ 前項の規定により職員を解雇する場合は、少なくとも 30 日前に予告する

か、又は予告に代えて平均賃金の 30 日分以上の解雇予告手当を支払う。予

告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を

短縮することがある。但し、第 44 条第２項に定める懲戒解雇をする場合で

あって、労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けた場合及び次の各号の

いずれかに該当する職員を解雇する場合は、この限りではない。 

①日々雇い入れられる職員（1 か月を超えて引き続き雇用される者を除

く。） 

②２か月以内の期間を定めて使用する職員（その期間を超えて引き続き

雇用される者を除く。） 

③試用期間中の職員(14 日を超えて引き続き雇用される者を除く。) 

３ 職員が解雇された場合は、その請求に基づき、使用期間、業務の種類、地

位、賃金又は解雇の事由について証明書を交付する。 

４ 第 1項の規定による職員の解雇に際し、解雇予告がされた日から退職の日

までの間に、当該職員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明

書を交付する。 

（解雇制限） 

第 37 条 第 36 条の規定にかかわらず次のいずれかに該当する期間は解雇しな

い。但し、第１号の場合において療養開始後３年を経過しても治癒しないで、

打切り補償を支払った場合は、この限りではない。 

   ①業務災害にかかり療養のため休業する期間及びその後 30 日間 

   ②産前産後の女性職員が第18条の規定により休業する期間及びその後30

日間 

 

第１０章  安全衛生及び災害補償 

（遵守義務） 

第 38 条 連盟は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成の

ため必要な措置を講ずる。 

２ 職員は、安全衛生に関する法令及び観光連盟の指示を守り、観光連盟と協

力して労働災害の防止に努めなければならない。 

（健康診断） 

第 39 条 職員に対して、採用の際及び毎年１回、定期に健康診断を行う。 

２ 前項の健康診断の結果、必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換
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その他健康保持上必要な措置を命ずることができる。 

（安全衛生教育） 

第 40条 職員に対し、雇用の際及び配置換え等により業務内容を変更した際に、

その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。 

（災害補償） 

第 41 条 職員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡

した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災

害補償を行う。 

 

第１１章  教育訓練 

（教育訓練） 

第 42 条 連盟は、職員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を

図るため、必要な教育訓練を行う。 

２ 前項の教育の実施方法などについては、別に定めるところによる。 

３ 職員は、観光連盟から教育訓練を受講するよう指示された場合は、特段

の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。 

４ 前項の指示は、教育訓開始日の少なくとも３週間前までに該当職員に対

し、文書で通知する。 

 

第１２章  表彰及び懲戒 

（表 彰） 

第 43 条 連盟は、職員が次のいずれかに該当する場合は、別に定める表彰規程

により表彰する。 

   ①業務上有益な創意工夫、改善を行い、連盟の運営に貢献したとき 

   ②永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき 

   ③事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害

を最小限にとどめるなど特に功労があったとき 

   ④社会的功績があり、連盟及び職員の名誉となったとき 

⑤前各号に準ずる善行又は功労があったとき 

（懲戒の事由） 

第 44 条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、

減給、停職とする。 

   ①正当な理由なく無断欠勤が 15 日以上に及ぶとき 

   ②正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき 

   ③過失により連盟に損害を与えたとき 

   ④素行不良で連盟内の秩序又は風紀を乱したとき 

   ⑤第９条又は第 10 条に違反したとき 

   ⑥その他この規則又は連盟の諸規程に違反し、又は前各号に準ずる不都

合な行為があったとき 

２ 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。 

   ①重大な経歴詐称をしたとき 

   ②正当な理由なく無断欠勤14日以上に及び、出勤の督促に応じないとき。 
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   ③正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、5回に

わたって注意を受けても改めなかったとき 

   ④正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき 

   ⑤故意又は重大な過失により連盟に重大な損害を与えたとき 

   ⑥観光連盟内において刑法その他刑罰法規に違反する行為を行い、その

犯罪事実が明らかになったとき、又はこれらの行為が職務外であって

も、著しく連盟の名誉若しくは信用を傷つけたとき 

   ⑦素行不良で著しく連盟内の秩序又は風紀を乱したとき 

   ⑧数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度に関し改

善の見込みがないと認められたとき。 

   ⑨相手の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の

環境を悪化させ、又はその性的言動に対する相手方の対応によって、

一定の不利益を与えるような行為を行ったとき 

   ⑩許可なく職務以外の目的で連盟の施設、物品等を使用したとき 

   ⑪職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を

受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき 

   ⑫私生活上の非違反行為や連盟に対する誹謗中傷等によって連盟の名誉

信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき 

   ⑬連盟の業務上重要な秘密を外部に漏洩して連盟に損害を与え、又は業

務の正常な運営を阻害したとき 

   ⑭その他前各号に準ずる重大な行為があったとき 

３ 第 2項の規定による職員の懲戒免職に際し、当該職員から請求のあった場

合は、連盟は使用期間、業務の種類、地位、賃金又は懲戒免職の事由につい

て証明書を交付する。 

（懲戒の種類） 

第 45 条 連盟は、職員が前条のいずれかに該当するときはその事由に応じ、次

の区分により懲戒を行う。 

①け ん 責 始末書を提出させて将来を戒める。 

   ②減  給 始末書を提出させて、1か月以上６か月以内の範囲で減給す

る。但し、減給は１回の額が平均賃金の１日分の５割を超

えることはなく、又、総額が１賃金支払い期間における賃

金総額の１割を超えることはない。 

   ③停  職 始末書を提出させ、1か月以上６か月以内の範囲で就業を禁

止し、その間のいかなる賃金も支給しない。 

   ④諭旨解雇 説諭のうえ解雇し、退職手当は別途定める。 

   ⑤懲戒解雇 即時に解雇し、退職手当は別途定める。 

（損害賠償） 

第 46 条 職員が故意又は重大な過失により連盟に損害を与えた場合において、

連盟がその損害の賠償を請求したときは、当該損害を与えた職員は賠償し

なければならない。 

 

第１３章 雑 則 
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（補 則） 

第 47 条 この規則に定めるものを除くほか、その施行に関し必要な事項は、理

事長がこれを定める。 

 

附 則 

この規則は公益法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。 
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公益社団法人石川県観光連盟嘱託職員就業規則 

 

第１章  総 則 

第１条（目 的） 

１．この規程は公益社団法人石川県観光連盟（以下「連盟」と言う）の嘱託職員（以

下「職員」という）の服務規律、労働条件を定めたものである。 

２．この規程に定のないことは、労働基準法、その他の法令による。 

 

第２章  採 用 

第２条（採 用） 

１．連盟は筆記試験、面接試験等職務遂行上の能力を判断して職員を採用する。 

２．職員は採用の際、履歴書、その他連盟が指示した書類を提出しなければならない。 

３．連盟は職員と雇用契約書を作成する。 

 

第３条（雇用期間） 

１．連盟は嘱託職社員を採用する場合、１年以内の期間を定めて個別に採用する。 

２．さらに採用期間を延長する必要がある場合は、個別に更新する。 

 

第３章  就業時間、休憩時間、休日および休暇 

第４条（勤務時間および休憩時間） 

１．連盟職員の就業時間は、次のとおりとする。 

区分 勤務時間 休憩時間 

午前 8 時 30 分～午後 5時 15 分 
月曜日から金曜日まで 

午前 9 時 00 分～午後 5時 45 分 
正午から午後 1時まで

２．勤務日は県嘱託職員に準じて月１８日を基本とする。 

３．職員は、定時までに出勤し、本人自ら出勤簿に押印しなければならない。 

４．業務の都合により連盟が必要と認める場合は、勤務時間を変更し、もしくは所定

の勤務時間外または休日に勤務を命じることができる。 

 

第５条（休 日） 

１．休日は次のとおりとする 

  （１）土曜日及び日曜日 

  （２）国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する日 

  （３）12 月 29 日から翌年の 1月 3日までの日（前号に掲げる日を除く） 

２．業務の都合により連盟が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と

振り替えることがある。この場合においても 4週に 4日の休日は確保する。 

 

第６条（時間外、休日および深夜勤務） 

１．業務の都合で時間外、深夜（午後 10 時から午前 5 時）および休日に勤務させる

ことがある。ただし、労働基準法第 36 条に基づく協定の範囲内とする。 

２．妊産婦で請求のあった者及び満 18 歳未満の者には時間外労働、休日労働および

深夜労働はさせない。 
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第７条（出張） 

１．職員は業務上必要があるときは、出張を命ぜられることがある。 

２．職員の出張に関する手続き及び旅費については、石川県職員の例による。 

 

第８条（年次有給休暇） 

１．所定労働日の 8割以上を出勤した者に対して、勤続年数および所定労働日数に応

じ、石川県職員の例により年次有給休暇を付与する。 

２．年次有給休暇を利用しようとする者は、所定の手続きにより原則として 1週間前

までに申し出なければならない。 

３．業務の都合上、指定された日を他の時季に変更することがある。 

４．年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。 

 

第９条（特別休暇） 

 特別休暇の付与については石川県職員の例による。 

 

第 10条（育児休業） 

 育児休業については、育児休業法に定められるほか、次のとおりとする。 

①育児休業申請書及び子の出生等を証明する書類を提出した職員を対象とする。 

②育児休業の収得は事業主の同意を得なくてはならない。 

③育児休業の期間は原則として子が出生した日から子が 1歳に達する日（誕生日

の前日）までの間とする。 

④育児休業期間中の賃金は支払いしない。 

 

第４章  服務心得 

第 11条（服務心得） 

 服務にあたっては、次の各号を守らなければならない。 

  ①連盟の定める諸規定を守り、社内の規律秩序を維持すること。 

  ②上司の指示命令に従って誠実に職務を遂行すること。 

  ③互いに力を合わせて職務を遂行すること。 

  ④常に健康に留意し、明朗活発な態度で勤務すること。 

  ⑤常に品位を保ち、連盟の体面を汚すような言行を慎むこと。 

  ⑥連盟の施設と物品を大切に扱うこと。 

  ⑦就業時間中は、所定の制服を着用すること。 

  ⑧連盟の機密事項を他に漏らさないこと。 

  ⑨連盟の構内において、許可なく集会、演説、掲示、印刷物の配布その他これに

類する行為をしないこと。 

⑩性的な言動により他の者に苦痛を与えること、また他の社員に不利益を与えた

り、就業環境を害すことをしないこと。 

 

第 12条（服装・身だしなみ） 

 服装・身だしなみは清潔さ、さわやかさ、働きやすさを基本とし、華美なものおよ

び異常極端にわたるものは避けなければならない。 

 

第 13条（離席・私用外出） 
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１．勤務時間中は、常に所在を明確にし、職場を離れるときは上司または同僚に行き

先、用件、所用時間等を連絡しなければならない。 

２．勤務時間中の私用外出は原則として認めない。やむを得ず私用外出するときは、

行き先、用件、所用時間等の必要事項を申し出、上司の許可を得なければならな

い。 

 

第 14条（遅刻、早退、休暇、欠勤の手続き） 

 遅刻、早退、休暇、欠勤の場合は、事前に所定の様式により、上司を通じて会社に

届け出なければならない。ただし、特別の事情がある場合には、事後の届出を認める。 

 

第５章  解雇および退職 

第 15条（解 雇） 

 職員が、以下の各号の一に該当するときは解雇する。 

  ①精神又は身体に障害を生じ、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐えられないと 

き。 

  ②出勤常ならず改善の見込みのないとき。 

  ③業務上の指示命令に従わないとき。 

  ④連盟の許可を得ないで、他の会社に雇用され、あるいは、自己営業を行い、連

盟が不都合と認めたとき。 

  ⑤連盟の経営上の理由にて継続雇用の必要を認めなくなったとき。 

  ⑥その他各号に準ずる理由があったとき。 

 

第 16条（解雇予告、予告手当） 

連盟は前条による場合、30 日前に予告するか、または 30 日分の平均賃金を支払っ

て解雇することができる。 

 

第 17条（退 職） 

 職員が以下の各号の一に該当するときは、退職とする。 

  ①死亡したとき。 

  ②契約期間が満了したとき。 

  ③退職申し出が承認されたとき。 

  ④第 15 条の規定により解雇されたとき。 

 

第 18条（退職手続） 

 職員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも 1ヶ月前までに文書

により退職の申し出をしなければならない。 

 

第 19条（配置転換） 

 連盟は、業務上の必要があるときは、職場もしくは職種を変更することがある。 

 

第６章  給 与 

第 20条（給与構成） 

１．給与の構成は、基本給、時間外勤務手当、通勤手当、会計手当とする。 

２．基本給は石川県職員の例によって定める。なお、その金額は、本人の職務、能力
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および経験等を勘案して個別に定める。 

 

第 21条（時間外勤務手当） 

１．正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、超過勤務手当を支 

給する。 

２．超過勤務手当の支給額および支給については、石川県職員の例による。 

 

 

第 22条（通勤手当） 

１．通勤手当は、職員が通勤のために有料の交通機関を利用し、その運賃、料金を負

担する場合、または自動車等を使用し通勤する場合に支給する。 

２．通勤手当の月額および支給については、石川県職員の例による。 

 

第 23条（会計手当） 

 会計手当は、会計事務を担当する職員に月額 10,000 円を支給する。 

 

第 24条（支払方法） 

 給与の支給方法については、石川県職員の例による。 

 

第 25条（賃金の控除） 

給与の支払に際して、給与所得税、社会保険料など、法令に定められた金額を控除 

する。 

 

第７章  賞与および退職金 

第 26条（特別手当） 

１．特別手当は、基準日（6月 1日および 12 月 1 日）にそれぞれ在職する職員に対し 

て支給する。 

２．特別手当の支給額および支給については、石川県職員の例による。 

 

第 27条（退職金） 

 職員に対しては、原則として退職金は支給しない。 

 

第８章  安全および衛生 

第 28条（安全衛生） 

 職員は就業にあたり、安全および衛生に関する諸規則および作業心得を守るととも

に、安全保持、災害防止および衛生に関し、必要な事項を守らなければならない。 

 

第９章  災害補償 

第 29条（災害補償） 

 職員が業務上負傷し、疾病にかかった場合は、労働基準法によるほか、労働者災害

補償保険法の定めるところにより補償する。 

 

第 10 章  社会保険の加入 

第 30条（社会保険の加入） 
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 連盟の職員について、労働保険、社会保険など、常態として法令に定められた基準

に達したときは加入の手続をとる。 

 

第 11 章  雑 則 

第 31条 

 この規則に定めるもののほか、連盟の就業について必要な事項は、理事長がこれを

定める。 

 

付 則 

この規則は公益社団法人石川県観光連盟の設立の登記の日から施行する。 
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